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〇薬局における副作用等報告制度への取り組み 

副作用の発生が疑われる事象（イベント）が見られた場合 

・患者に副作用の発生が疑われる事象（イベント）が見られた場合には、

当該患者に対し、処方した医師への受診勧奨や必要な情報の提供を行う。 

・患者に軽微・重篤に関わらず未知の副作用の発生が疑われる事象（イ

ベント）が見られた場合、または、既知であっても重篤な副作用の発生

が疑われる事象（イベント）が見られた場合、薬剤師は、患者への受診

勧奨と共に、処方した医療機関に情報提供を行う。 

・薬局は可能な限り情報提供先の医療機関と協力し、当該事象（イベン

ト）が医師により、治療を要する副作用や軽微とは言えない副作用の発

生であると診断された場合で、かつ、当該事象（イベント）が未知の副

作用や既知の重篤な副作用である場合には、薬剤との因果関係が必ずし

も明確でない場合であっても、医療機関と連携した副作用等報告を実施

する。 

・薬局が情報提供を行った医療機関が副作用等報告を行う場合、医療機

関からの要請に応じ、調剤し交付した薬剤名のほか、お薬手帳等を通じ

薬局が入手した当該医療機関以外で処方された薬剤名や、患者の服薬状

況等についての情報提供を行う。 

・医師による副作用の診断、患者の転帰、検査値等の副作用を疑う状態

に関する情報等を医療機関と共有する中で、薬局から副作用等報告する

場合には、処方した医療機関は連名として記入し、報告書を提出する。 

・上記の副作用等報告は、報告が可能となった時点（医師の診断等が定

まった時点等）から、原則２週間以内に行う。 

・薬局は、これら副作用等報告を行った事象（イベント）や、副作用等

報告に至らずとも、薬局内で副作用等報告制度に基づいた報告について

検討した事象（イベント）について、その内容等を適切に管理する。 

 

〇教育・研修の実施 

定期的に副作用等報告制度についての研修を行う。 


